
別紙様式

98 人 ・ 83 室

自立のみ

2：1以上

１　事業主体概要

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

名称

なし

あり

氏 名

職 名

（平成２３年７月１日現在）

八王子同友会・長寿の森

混合型
（自立含む）

専用型
（要介護のみ）

重要事項説明書(特定施設利用契約兼用)

施設名

定員・室数

利用権方式

有料老人ホームの類型・表示事項（項目ごとにいずれかに○）

類 型

居 住 の 権 利 形 態

代表者の氏名
及び職名 代表取締役

2003年4月1日

ホームページ
アドレス

宮下　甫

http://www.do-yukai.com

設立年月日

連絡先

有料老人ホームの経営管理及び付帯する一切の業務主な事業等

法 人 等 の 種 類

　　株式会社　長寿の森

　カブシキガイシャ　チョウジュノモリ

０３－３６４３－３７５５

〒　135－0022

東京都江東区三好１－７－１４　狩野ビル

電 話 番 号

ファックス番号

０３－３６３０－００４５

介護付
（一般型）

介護付
（外部ｻｰﾋﾞｽ利用型）

住宅型　　　健康型

終身建物賃貸借方式建物賃貸借方式

前払金（一時金）方式 月払い方式 選択方式

　特定施設入居者生活介護（一般型　・　外部サービス利用型）

　居宅サービス利用可

混合型
（自立除く）

専 用 居 室 区 分

1.5：1以上

全室個室 ２人居室有 ３～　　人の相部屋有

2.5：1以上

利用料の支払方式

介護にかかわる職員体制

入 居 時 の 要 件

介 護 保 険 の 利 用

そ の 他

主たる
事務所の
所在地

営利法人

3：1以上

名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

名称
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か所数

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり 1

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり 1

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし あり介護療養型医療施設

＜居宅介護予防サービス＞

介護予防特定施設入居者生活介護

介護老人保健施設

八王子同友会・長寿の森

訪問介護

東京都八王子市上川町1620

東京都八王子市上川町1620

訪問入浴介護

介護予防支援

介護サービスの種類

事業主体が東京都内で実施する介護保険制度による指定介護サービス
所　　在　　地

＜居宅サービス＞

主な事業所等の名称

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

通所介護

＜地域密着型サービス＞

夜間対応型訪問介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

居宅介護支援

訪問看護

通所リハビリテーション

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型通所介護

＜介護保険施設＞

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護

介護予防訪問介護

介護老人福祉施設

介護予防訪問リハビリテーション

特定福祉用具販売

介護予防短期入所療養介護

＜地域密着型介護予防サービス＞

介護予防福祉用具貸与

介護予防短期入所生活介護

介護予防特定福祉用具販売

短期入所生活介護

認知症対応型通所介護

福祉用具貸与

特定施設入居者生活介護

小規模多機能型居宅介護

短期入所療養介護

八王子同友会・長寿の森

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護
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２　事業所概要

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

名称

なし

あり

氏名

職名

特定施設入居者生活介護

（介護予防）特定施設入居者生活介護

③、JR五日市線

①、ホーム専用送迎バス

　　京王八王子（約11km）･JR八王子駅（約10.5km）･JR秋川駅間定期運行（約6km）

　　京王・JR八王子駅より約10.5ｋｍ（約40分）「上川霊園」行きで「同友会ホー

　　ム」下車　約20ｍ　　「川口経由武蔵五日市駅」又は「今熊」行きで「田守神

②、路線バス（西東京バス）

指定の有効期間 　　　　　　平成　２６年　　　３月　　３１日まで

指定の年月日 　　　　　　平成　１２年　　　４月　　　１日

　　社前」下車　約250ｍ

　　「武蔵増戸駅」より約3ｋｍ（タクシーで約5分）

事業の開始年月日

施設長

　　八王子同友会・長寿の森

石沢　和久

〒192-0151

東京都八王子市上川町1620

電 話 番 号

http://chouju.do-yukai.com

名称
　ハチオウジドウユウカイ・チョウジュノモリ

所在地

届 出 の 年 月 日

昭和・平成　４８年　　　９月　　１５日

介護保険事業所番号 1372900777

事業の開始年月日等

名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

管理者の氏名
及び職名

昭和・平成　４８年　　　９月　　１５日

指定の年月日

　　　　　　平成　２４年　　　３月　　３１日

　　　　　　平成　１８年　　　４月　　　１日

指定の有効期間

施設までの主な利用交通手段

ファックス番号 ０４２－６５４－６４２６

０４２－６５４－２００１
連絡先

ホームページ
アドレス
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施設・設備等の状況

㎡

貸借（借地）の場合

～

なし あり

（なしの場合、契約解除後の入居者への対応）

～

なし あり

（なしの場合、契約解除後の入居者への対応）

室定員 室数
1人 35.25 ㎡ 46

1人 41.25 ㎡ 19

1人 52.87 ㎡ 1

1人 56.25 ㎡ 1

1人 57.7 ㎡ 1

2人 35.25 ㎡ 2

2人 41.25 ㎡ 10

2人 52.87 ㎡ 1

2人 56.25 ㎡ 1

2人 57.7 ㎡ 1

㎡

㎡

㎡

㎡

1人 11

2人 4

所
有
者

あり

全部所有

なし抵当権の設定

階数 Ａ棟地上6階・Ｂ棟地上4階・Ｃ棟地上6階・Ｄ棟地上2階・介護棟平屋

35,172

建築用途区分

耐火建築物

自立限定（個室以外）

一時介護室（個室以外）

なし

平成20年4月1日

8,757㎡建物の延床面積

事業所を運営する法人が所有

契約期間

一部所有

抵当権の設定

貸借（借家）の場合

あり

全部所有

契約の自動更新

14.25～41.80㎡

平成21年3月31日

敷地の面積

事業所を運営する法人が所有 所有なし

医療法人社団　同友会と事業者で共有

契約期間 平成20年4月1日

一部所有

施設の敷地に関する事項

所有なし

13.47～17.62㎡

１の居室の床面積

施設の建物に関する事項

　老人ホーム

平成21年3月31日

建物の構造

契約の自動更新

準耐火建築物 その他

居室の
状況

区分

一般居室（個室）

一般居室（個室以外）※夫婦等

一時介護室（個室）

自立限定（個室）
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男子便所 女子便所 男女共用

6 6 2

2 2 1

(0) (0) (0)

100％

27か所

浴室の設備状況 13か所

3 か所 2 か所 6 か所 2 か所

なし あり

1か所

なし あり

食堂の設備状況
※192㎡・52席

（注：※印有料）あり

放送設備・テレビ協聴アンテナ（ＢＳ可）・消火設備・自家用発電

廊下・階段に手摺り設置。車椅子での移動可。居室の玄関・ベランダ段差あり

共同便所の設置数

か所

バリアフリーの対応状況（準拠する法令・条例等）

　Ａ棟：車椅子　可　　ｽﾄﾚｯﾁｬｰ　可　／　Ｂ棟：車椅子　可　ｽﾄﾚｯﾁｬｰ　不可

　Ｃ棟：車椅子　可　　ｽﾄﾚｯﾁｬｰ　可　／　Ｄ棟：車椅子　可　ｽﾄﾚｯﾁｬｰ　不可

うち車椅子等の対応が可能な数

なし

併設施設
と共用

（併設施設名称、共用ルールなど）

（うち併設施設と共用）

大浴槽浴槽
設備

居室の浴室 個浴（共用）

居室における便所の設置割合
居室の便所の設置数

機械浴

83

《共用施設》玄関ロビー（接客等）・応接室（接客等）・多目的

《設備状況》エレベーター・自動火災報知機・暖房機・通常/非常

ム・美容室・※共用乾燥機・共用洗濯機（一部洗濯機有料）

（併設施設名称、共用ルールなど）

機・給排水・給湯設備・インターネット設備（利用料自費）

記念ホール（サークル活動等）・菜園・※駐車場・※トランクルー

ホール・談話室（教養娯楽室と兼用）・図書室・リハビリ室・

あり入居者等が調理を行う設備

設置数

うち車椅子等の対応が可能な数

懇談会・各種イベント等

9：00～11：30・13：00～17：00・18：30～21：00

設置基数：４基（Ａ棟9名定員・Ｂ棟4名定員・Ｃ棟15名定員・Ｄ棟6名定員）

他用途と
兼用 なし あり

（他用途の詳細・利用時間等）

併設施設
と共用

なし

エレベーターの基数及び仕様

その他、共用施設の設備状況
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消防機関の検査 済 未済

なし

あり

なし

一部あり

全居室にあり

一部あり

全脱衣所にあり

外線電話回線の設置状況 なし

消防用設備
等の状況 スプリンクラーの設置

なし

全浴室にあり

275㎡未満　　・　　275㎡以上

緊急通報装置の設置状況
全便所にあり

テレビ回線の設置状況

全居室にあり

直近実施日：　２０１１年５月１３日　１４：２５～１５：２０

直近の実施内容：震災を想定

　　　　　自動通報装置による通報訓練・入居者避難訓練・職員誘導訓練

一部あり

消防訓練の
実施

実施計画：年2回（春・秋）消防・防災訓練及び消防設備点検

　　　　　初期消火訓練・消火器、屋内消火栓放水訓練・AED操作訓練等

　　１、災害時の放送・通報要領　　２、指揮者指示の下、現場確認と報告

　　３、安否確認とﾁｪｯｸｼｰﾄによる把握　　４、避難誘導の要領

　　５、情報伝達の正確さ及び迅速さ

全居室にあり
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３　従業者に関する事項

実人数

専従 非専従 専従 非専従

1人 1人 0.6人生活相談員兼務

2人 1人 3人 1.1人施設長・事務員兼務

1人 1人 2人 4人 2.6人訓練指導員兼務

6人 1人 18人 25人 17.4人内自立者対応1名

1人 2人 3人 0.5人看護職員兼務

1人 1人 0.7人介護職員兼務

1人 1人 1人

2人 9人 11人 9.8人

1人 1人 1人 3人 2.4人

7人 5人 12人 10.6人

時間

③従業者の資格

延べ人数

専従 非専従 専従 非専従

4人

2人 18人

1人

延べ人数

専従 非専従 専従 非専従

2人

1人

夜勤の時間帯

1人 2人

あり なし

理学療法士

介護支援専門員

従業者である介護職員が有している資格

　　　　　２級

介護職員基礎研修

資　格

16:00～9:00

なし

柔道整復師

あん摩マッサージ指圧師

平均時の人数

職種別の従業者の人数及びその勤務形態

生活相談員

常勤換算
人数

②１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数

管理者（施設長）

栄養士

調理員

事務員

非常勤

看護職員

37.5

その他従業者

計画作成担当者

職種

介護職員

常勤 兼務
状況

2人

言語聴覚士

あり

管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等

④-1夜勤を行う看護職
員及び介護職員の人数

看護師及び准看護師

非常勤

常勤

従業者である機能訓練指導員が有している資格

資格なし（訪問介護員３級含む。）

①有料老人ホームの職員の人数及びその勤務形態

機能訓練指導員

非常勤
合計

常勤

資　格

④-2宿直の体制 施設管理課職員　1名　　16：45～8：15

⑤管理者（施設長）の他の職務との兼務の有無

介護福祉士

資格等の名称：

作業療法士

訪問介護員１級

最尐時の人数
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実人数

専従 非専従 専従 非専従

2人 1人 3人 1.1人施設長・事務員兼務

1人 1人 2人 4人 2.6人訓練指導員兼務

5人 1人 18人 24人 16.4人

1人 2人 3人 0.5人看護職員兼務

1人 1人 0.7人介護職員兼務

11人 2人 15人 28人 12.9人

⑧従業員の資格

延べ人数

専従 非専従 専従 非専従

4人

1人 18人

1人

専従 非専従 専従 非専従

2人

1人

人1.9

介護福祉士

介護職員基礎研修

従業者である介護職員が有している資格

介護職員

資　格

⑦１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数

備考
非常勤

非常勤

職種

生活相談員

看護職員

理学療法士

作業療法士

あん摩マッサージ指圧師

機能訓練指導員

常勤

看護師及び准看護師

⑥特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及びその勤務形態

　　　37.5時間

非常勤

合計

  延べ人数

資格なし（訪問介護員３級含む。）

訪問介護員２級

⑨看護職員及び介護職員１人当たりの特定施設入居者生活介
護の利用者数

柔道整復師

従業者である機能訓練指導員が有している資格

常勤

言語聴覚士

計画作成担当者

その他従業者

常勤

介護支援専門員

訪問介護員１級

常勤換算
人数
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職　種

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

3人 4人 2人 7人

3人 1人 2人 5人

2人 2人 7人 18人 2人 1人

1人

1人 3人 1人

1人 1人 1人

3人 6人

2人 1人 3人 7人 1人

職　種

常勤 非常勤 常勤 非常勤

0人 1人 1人 0人

1人

1人

知症介護研修1名　10/29臨床における適正蛋白質量と質1名　11/4摂食、嚥下障害について

1名　12/1感染症対策指導養成研修1名　12/1～3施設長研修1名12/9家族の思いに気付く、認

知症ｹｱについて、終末期ｹｱについて1名　1/12特定給食施設事例報告会1名　1/18薬膳から始

める健康1名　2/7～9施設長研修1名　3/27介護に必要な医学知識、スキルアップ講座2名

4/15･16認知症介護実践者研修1名　4/27介護認定の仕組み、認定調査項目の解説2名　6/3

入居一時金の償却1名　6/22雇用責任者講習1名　6/24･25認知症介護研修1名　6/30ｾﾞﾘｰ食、

ｿﾌﾄ食勉強会2名　6/30医療の関り、ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ2名　7/14高齢者権利擁護研修1名　7/26雇用管

理ﾓﾃﾞﾙ、ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟﾓﾃﾞﾙ1名　7/30生活習慣病と栄養指導1名　8/3身元保証、生活支援、成年

後見制度1名　8/3管理監督職研修2名　8/5給与栄養目標量の設定1名　9/24栄養法状況、最

新栄養管理法1名　10/1健康弱者に配慮した非常食の備蓄と災害時の対応1名　10/12・13認

従業者の当該介護サービスに係る業務に従事した経験年数等

１０年以上の者の人数

区　分

看護職員

５年以上１０年未満の者の人数

 生活相談員

業務に従事した経験年数

１年以上３年未満の者の人数

３年以上５年未満の者の人数

前年度１年間の採用者数

３年以上５年未満の者の人数

前年度１年間の退職者数

区　分

年１回、直近実施年月日：あり 平成23年2月10日

５年以上１０年未満の者の人数

機能訓練指導員 計画作成担当者

従業者の健康診断の実施状況

なし

業務に従事した経験年数

１年未満の者の人数

前年度１年間の退職者数

介護職員

従業者研修の実施状況（直近１年間）

前年度１年間の採用者数

１年未満の者の人数

１年以上３年未満の者の人数

１０年以上の者の人数
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４　サービスの内容

サービスの内容

生活支援サービスの有無

なし あり

食事介助サービスの有無 なし  あり

相談対応サービス なし  あり

健康管理サービス（年２回の健康診断実施）の有無 なし  あり

服薬管理サービスの有無 なし  あり

入浴介助サービスの有無 なし  あり

排せつ介助サービスの有無 なし  あり

居室の清掃・洗濯サービス等家事援助サービスの有無 なし  あり

機能訓練の実施の有無 なし  あり

金銭管理サービスの有無 なし  あり

定期的な安否確
認の方法

事・入浴等の計画/傾聴/救急蘇生

2、応急処置：協力医療機関医師の指示により酸素吸入・喘息時の

　　（入居者・身元引受人了承の上）

　　ト　・夜間定期巡回（20:00、23:00、2:00、5:00）

《一時介護室》・監視カメラによるモニター管理　・センサーマッ

口腔処置/入院時サマリー作成・退院時看護計画作成/安静度・食

療機関医師の往診時の点滴・注射/外傷性出血時の止血/尿閉時の導

尿処置・カテーテル留置/心肺蘇生・気道確保

薬物吸入（医師不在時はオンコール対応）/痰・異物の吸引/協力医

時、看護師又は介護長から連絡/主治医から病状説明・療養方針の

話合いが必要な場合/主治医との話合いを、ご家族から要請があっ

食事の提供サービスの有無 直営　･　委託　･　配食ｻｰﾋﾞｽ

　　11:30、13:45、16:45、17:45）　・夜間定期巡回（20:00、

　　23:00、2:00、5:00）・必要時監視カメラによるモニター管理

《一般居室》・食事配下膳時体調、喫食状況確認（7:45、8:45、

外用薬・インシュリン等薬管理/胃ろう・カテーテル管理/爪切り・

医療を必要とす
る場合の対応

的・精神的問題が生じた時、病状悪化及び緊急受診が必要になった

事業所の運営に関する方針

診結果等）/居室巡回/協力医療機関医師から指示の処置/内服薬・

1、医療的ケア：個人健康情報管理（既往歴・バイタル・体重・検

た時

3、身元引受人への連絡・相談：来訪時面会にて日常経過説明/身体
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介護保険加算サービス等の有無

個別機能訓練の実施（介護報酬の加算）の有無  なし  あり

夜間看護体制加算（介護報酬の加算）の有無  なし  あり

なし あり

人員配置が手厚い介護サービスの実施の有無  なし  あり

利用者の個別的な選択によるサービスの実施状況

医療を必要とす
る場合の対応

別紙

医療機関連携加算（介護報酬の加算）の有無

協力医療機関への通院予定者リストを看護師が作成し、介護職員が

通院介助します。

を作成し、協力医療機関へ連絡します。

4、協力医療機関からの往診及び通院介助：巡回により病状悪化を

確認した時・入居者から往診依頼があった時、看護師が往診依頼書

5、専門医受診の提案：協力医療機関を受診していただき、主治医

厳守/居室へ食事の配下膳/入浴希望時は個人浴利用）　③安全危機

より紹介状を作成していただきます。また、入居者希望の専門医が

あれば、そちらへの紹介状を頂けるよう手配します。

6、感染症にり患した際の対応：①感染症の疑いがある場合、入居

へ者説明し協力医療機関の医師に往診依頼　②感染症の診断がされ

た場合、看護師より完治するまでの生活行動の説明（外出・他者と

の接触自粛又は制限/居室での安静/居室から出る時のマスク着用

管理委員会・感染防止対策委員会開催（施設長よりマニュアルに

沿った対応を各課へ指示）　④身元引受人へ連絡（経過説明・面会

自粛要請）　⑤各感染症疾患別の関係機関へ届出要綱に沿って報告
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名　称

所在地

名　称

所在地

体験入居

医療法人社団　徳成会　八王子山王病院

八王子市中野山王2-15-16　（約8.4km）

（協力の内容）

通院、入院による治療・緊急時の受入れ等優先的に必要な処置を行う。
※医療費その他の費用は入居者の自己負担

協力医療機
関（２）

入居の条件

　①、内科　②、内科　③、人間ドック　④、内科・消化器外科・

医療法人社団　同友会
協力医療機
関（１）

　④、江東区三好町2-15-10（66.6km）

診療科目

への紹介　②、予約診療・診療各種精密検査　③、予約検査・各種精密検査
④、予約診療・入院・治療・看護　　　※医療費その他の費用は入居者の自己負担

診療科目
　放射線科

　①、八王子市上川町1620（A棟1階）　②、文京区西片1-15-10
　ニックⅡ　④、深川クリニック
　①、同友会八王子診療所　②、春日クリニックⅠ　③、春日クリ

身元引受人等の
条件、義務等

入居に当たっての留意事項

入居者に対してのみ八王子同友会・長寿の森施設内で歯科診療を行う。
※医療費その他の費用は入居者の自己負担

（協力の内容）

入院時の契約の
取扱い

（協力の内容）

所在地
　（約66.3km）　③、文京区小石川1-12-16TGビル（約66.3km）

八王子市元横山町1-16-1　石塚ビル2-201

医療法人社団　桜栄会　八王子歯科室

①、診療・治療・往診・訪問診療・健康診断（2回/年）・緊急時の対応・他医療機関

名　称

協力歯科医
療機関

内科・整形外科・脳神経外科
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非入居者を対象
としたサービス

契約の解除

その他

やむを得ず身体
拘束を行う場合
の手続
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実施回数

最終実施年月日

第３者（学識経験者・民生委員等）の参加

なし あり

（平成23年　6月 9日）

※定例懇談会　年6回

 なし

（その他の場合、その内容）

あり

判断基準・手続について

居室の利用権は、存続いたします。

 なし

あり

調理設備の変更の有無

（年　2　回）

要介護時に介護を行う場所

浴室の変更の有無

あり なし便所の変更の有無

居室利用権の取扱い

一時介護室へ移る場合

なし

（参加者）

従前居室との仕様の変更

一時介護室利用にあたり、リース・共用の消耗品費（500円／日）
が掛ります。

その他の変更の有無

あり

 なし

原則的に専用居室にて介護します。　但し、介護の必要性（身体状況）に
より、一時介護室又は介護居室にて介護いたします。

洗面所の変更の有無

あり追加的費用の有無

運営懇談会の実施状況

 なし

・判断基準：退院後や日常生活上で一時的に24時間の介護等が必要な
場合、居室での生活が可能と判断されるまでの間必要な介護を行ない
ます。
・手続：一定の観察期間を置く、医師の意見を聞く、入居者の意思を
確認する。身元引受人の意見を聞く。

あり

あり従前の居室からの面積の増減の有無

入居一時金償却の調整の有無 なし

なし

要介護時における居室の住み替えに関する事項

あり
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なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

 なし  あり

 なし  あり

 なし  あり

 なし  あり

 なし  あり

浴室の変更の有無

（その他の場合、その内容）

ベッド・クローゼット・シャワールーム・ミニキッチン（ＩＨ・冷
蔵庫付）
共用の消耗品費と希望によりリース代が掛ります。（最大500/日）

従前居室との仕様の変更

なし

あり

便所の変更の有無

なし

あり

他の専用居室（介護居室）へ移る場合

居室利用権の取扱い

料金変更の有無 なし

判断基準・手続について

入居一時金償却の調整の有無

なし

あり

従前の居室からの面積の増減の有無

なし

あり

あり

なし

あり

なし

洗面所の変更の有無

（その他の場合、その内容）

調理設備の有無

従前居室との仕様の変更

その他へ移る場合

居室利用権の取扱い

入居一時金償却の調整の有無

従前の居室からの面積の増減の有無

洗面所の変更の有無

・判断基準:介護居室へ移動した入居者で、重度の認知症又は常時介
護が長期に必要になった場合。
・手続き：1、ホームの指定医師の意見を聞く。　2、3ヶ月間の経過
観察期間を置く。　3、入居者本人もしくは身元引受人の同意を得
る。

調理設備の有無

その他の変更の有無

あり

あり

判断基準・手続について

浴室の変更の有無

便所の変更の有無

料金変更の有無

入居時契約の専用居室の利用権は、専用介護居室へ移動します。

なし

その他の変更の有無
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利用者からの苦情に対応する窓口等の状況

（曜日）

（曜日）

（曜日）

サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応

サービスの提供内容に関する特色等

㈱長寿の森

ふれあいと自立をテーマに心から安心できるサービスを専門知識と経験を持つ介護
スタッフが、利用者の立場に立って必要な介護サービスを提供します。

窓口の名称２

対応している時間

定休日 土・日・祝日・年末年始

定休日

窓口の名称３

対応している時間

日曜祝日

土・日・祝日・年末年始

㈳全国有料老人ホーム協会

対応している時間

　　　8時30分　～　17時00分

電話番号 042－654－2001（内線　615）

留意事項

協会は苦情の解決にあたっては平等、公正、事実確
認、懇切迅速、秘密体制を遵守していきます。
ホームの設置および運営に関する苦情は第一義的に
はホーム内で解決するのが原則ですので、問題が生
じた場合には、まずホーム内で十分話し合っていた
だくことが必要です。
それでもなお、ホーム内での処理にご不満の場合
は、協会にご連絡いただければ問題解決に努力致し
ます。

（代表）03－3272－3781

窓口：総務部

なし あり

窓口の名称１

月～金

保険の名称
㈳全国有料老人ホーム協会賠償責任保険制度
「有料老人ホーム賠償責任保険」

　　　10時00分～16時00分

　　　時　　分～　　時　　分

 損害賠償責任保険の加入状況

電話番号

留意事項

留意事項
生活相談員が苦情や相談を受付け、必要に応じて苦
情処理委員会を開催し、具体的な対策及び再発防止
策を協議する。

八王子同友会・長寿の森　苦情処理委員会

03－3630－0045

　　　

9時00分　～　17時00分

　　　　時　　分～　　時　　分

電話番号

月～金

　　　8時30分　～　17時00分

定休日 　なし

月～土
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５　入居者

入居者の状況

介護度

0人
1人 1人 2人
2人 2人 2人 2人 8人
6人 5人 7人 7人 25人
9人 0人 7人 10人 9人 35人

介護度

0人 0人
2人 2人 4人
17人 1人 18人 26人
9人 2人 2人 13人 38人
28人 3人 2人 33人 68人

3人 1人 21人 6人 13人 24人 68人

男性  女性

小計
年　齢

なし
あ
り

東京都福祉サービス第三者評価の実施状況

な
し

当該結果の開示状況

実施した評価機関の名称

当該結果の開示状況

当該結果の開示状況

その他機関による第三者評価の実施状況

な
し
あ
り

ありなし

実施した評価機関の名称

要介護１ 要介護２ 要介護３

合計

１０年以
上１５年
未満

１５年以
上

56人

入居期間別の入居者数

小計

利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況

あり

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

な
し
あ
り

１年以上
５年未満

６ヶ月以
上１年未
満

入居者数

実施した年月日

評価制度の名称

入居者の平均年齢

８５歳以上

合計

８５歳以上

合計

６５歳以上７５歳未満

要介護４

なし

平成　　年　　月　　日実施した直近の年月日

介護度別・年齢別の入居者数

86.2歳

自立 要支援２要支援１

あり

６５歳未満

要介護５

入居者の男女別人数

合計

年　齢

６５歳以上７５歳未満

６５歳未満

７５歳以上８５歳未満

入居期間

７５歳以上８５歳未満

５年以上
１０年未
満

12人

６ヶ月未
満
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介護度

0人

0人

0人
0人
0人

0人

0人
1人 1人 4人 6人

 0人

0人 1人 0人 1人 4人 6人

介護度

0人 0人

0人 0人

0人 0人
0人 0人
0人 0人

0人 0人

0人 0人
0人 6人
0人 0人

0人 0人 0人 0人 6人合計
その他

介護老人福祉施設（特養等）
へ転居

介護老人保健施設へ転居

他の有料老人ホームへの転居

死亡

その他の福祉施設・高齢者住
宅等への転居
医療機関（入院）

自宅・家族同居

合計

合計小計

要介護４
理　由

98人（83室）

69.30%

死亡

他の有料老人ホームへの転居

介護老人保健施設へ転居

要支援１

その他

小計要介護５要介護１

前年度退去した者の人数と理由

入居定員　（室数）

要支援２

介護療養型医療施設へ転居

理　由

自宅・家族同居

入居率（一時的に不在となっている者を含む。）

要介護２ 要介護３

介護療養型医療施設へ転居

その他の福祉施設・高齢者住
宅等への転居

介護老人福祉施設（特養等）
へ転居

自立

医療機関（入院）
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６　利用料金

なし あり 円

なし あり

なし あり

敷金（保証金）の有無 なし あり 円

家賃の 　か月分

前払金（一時金）及び月単位で支払う利用料

なし あり

月額

計 家賃 介護費用 食費 光熱水費

1,300万
～

3,200万

0

0

家賃

介護費用

食費

光熱水費

前払金

プラン名称 前払金

52,500 実費料金
プラン

※介護保険サービスの自己負担額は含まない。

標準プラン
表示は80歳例でＡ棟
～Ｄ棟のＡﾀｲﾌﾟ～Ｄ
ﾀｲﾌﾟ

年齢に応じた金額設定

前払金（一時金）方式

※退去時に滞納家賃及び居室の原状回復費用を除き全額返還する。

算定
根拠

利用料の支払い方式 月払い方式

入居準備に関する費用

入居後解約時の返還

入居準備費用の有無

算定
根拠

選択方式

敷金（保証金）：月払い方式のみ受領可能

155,400 102,900

前払金（一時
金）方式

入居前解約時の返還

管理費として、ホーム維持運営・共用施設の維持管理・事務職員等
の人件費等にかかる費用

食材費　31,500円　欠食分返金（朝250円・昼330円・夕420円）
厨房維持費21,000円　調理職員人件費・設備、什器、備品等維持管
理等にかかる費用

実費（各専用居室に個別メーター設置）

・入居者が居住する居室及び利用する共用施設等の費用として、
終身にわたって受領する家賃相当費用
・建設費、修繕費、借入金利息等を基礎とし、近傍家賃を参照し想
定居住期間を勘案して算出
※想定居住期間：65歳～74歳10年・75歳～84歳7年・85歳以上5年

※お2人で入居の場合、400万円（お2人目分の入居金）が加算されます。

（内訳）
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※前払金の算定根拠と整合性が取られていること。

（保全先）

㈳全国有料老人ホーム協会
入居者基金制度

初期償却率（％） 15%

65歳～74歳：120ヶ月　75歳～84歳：84ヶ月
85歳以上：60ヶ月

解約時
返還金
の算定
方法

65歳～74歳：入居一時金×85％×（120ヶ月－経過月数）÷120ヶ月
75歳～84歳：入居一時金×85％×（84ヶ月－経過月数）÷84ヶ月
85歳以上　：入居一時金×85％×（60ヶ月－経過月数）÷60ヶ月

入居日

償却年月数

その他前払金（一時金）に対する留意事項等

・原則、入居契約日から1週間以内に50％以上、入居日までに残金を指定金融機関へ
お振込みください。　※資産売却等による入居一時金充当等の場合応相談
・振込み方法：金融機関から電信振込み
・振込先：三井住友銀行　深川森下支店　当座預金　口座番号9318618　名義　㈱長寿
の森

90日以内の契約解除による返還金について

1．入居金償却期間の起算日から90日以内において、本契約第30条に基づく入居者の解
約の申し出がなされた場合、本契約第34条の規定にかかわらず、居室明け渡し日まで
の本契約第2条に定める目的施設の利用等の対価として、1日あたりの費用、日割り計
算に基づく本契約第24条（月額の利用料）から第26条（その他の費用）に定める費用
及び第31条（明け渡し及び現状回復）に定める現状回復費用を事業者に支払う事で契
約を終了できるものとします。事業者は当該費用の支払い及び居室の明け渡しを受け
た後180日以内に、受領済みの入居一時金、月払いの利用料の金額を無利息で入居者に
返還することとします。
2．入居金償却期間の起算日から90日以内において、本契約第28条第1号に定める入居
者の死亡による契約終了の場合は、本契約第34条の規定にかかわらず、受領済みの入
居一時金から居室明け渡し日までの本契約第2条に定める目的施設の利用料の対価とし
て、1日あたりの費用、日割り計算に基づく第24条（月額の利用料）から第26条（その
他の費用）に定める費用及び第31条（明け渡し及び現状回復）に定める現状回復費用
等を差し引いた上で、居室の明け渡しを受けた後180日以内にその差引残高を返還する
こととします。

契約解除日までの利用期間に係る利用料及び原状回復のための費用の算定方式

90日の起算日 契約締結日

前払金（一時金）の支払方法

※1日当り対価の費用例：6,349円／日（80歳　Ａ棟5階Ａﾀｲﾌﾟ入居一時金1,600万円）

償却開始日の設定 入居日

保全措置の実施状況 なし

㈳全国有料老人ホーム協会入居者基金制度
当社が個別入居者について基金に拠出金を支払うことにより、万一倒産等に至り、入
居者の全てが退去せざるを得なくなり、かつ入居者から入居契約が解除された場合
に、償却期間終了後においても保証金として500万円が入居者に支払われる。

あり

前払金（一時金）の償却に関する事項
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なし あり

月額

計 家賃 介護費用 食費 光熱水費

0

0

0

家賃

介護費用

食費

光熱水費

前払金（一時金）方式・月払い方式共通

※要介護度に応じて介護費用の１割を徴収する。

医療機関
連携加算
自己負担

夜間看護
体制加算
自己負担

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

                     利用者の個別的な選択による生活支援サービス利用料    

個別的な選択による生活支援サービス なし あり

※サービスごとの単価は別紙のとおり

314円

15,102円

18,299円

20,494円

22,688円

介護保険利用自己
負担

17,901円

20,096円

24,851円

27,077円

6,364円

14,704円

算定
根拠

月単位で支払う利用料

算定
根拠

22,290円

24,453円

26,679円

月単位（日割りの有無　　　あり　　　・　　　なし　　）
その他（

サービスにかかる時間を勘案し、それにかかる人件費を算定

年齢に応じた金額設定

料金
プラン

（内訳）

※介護保険サービスの自己負担額は含まない。

プラン名称

あり

内容

利用料 円（　月額　・　日額　）

算定
根拠

支払い
方法

介護保険サービスの自己負担額

介護保険利用自己
負担合計

人員配置が手厚い場合の介護サービス なし

6,762円

内容

84円

月払い方式
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【料金プランの一例】 最も一般的・標準的なプランについて記入すること。

単位：円

添付書類： 「介護サービス等の一覧表」

「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針との適合表」

署名 印

※利用者の個別的な選択による生活支援サービス利用料及び介護保険サービスの自己負担額は含まない。

入居準備費用 前払金 月額利用料

0 0 16,000,000 155,400

敷金（保証金）

　　　標準プラン

年齢：80歳　　居室：Ａ棟5階Ａﾀｲﾌﾟ　介護度：自立

年　　　月　　　日

プランの名称

対象者の要件（年齢、要介護度など）

消費税

料金改定の手続

・事業者は、月払いの利用料及び食費、入居者が支払うべきその他の費用の額の改定にあ
たっては、目的施設が所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案
し、運営懇談会の意見を聞いた上で改定を行なうものとします。
・改定にあたっては、事業者は入居者及び身元引受人等へ事前に通知します。

・非課税項目：入居一時金
・課　税項目：管理費、食費、個別的な選択による介護、生活支援、その他有料サービス

重要事項説明書及び適合表の各項目につ
いて説明を受け、理解しました。
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